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２  実態把握について 
 

Ｑ：実態把握の項目にはどんなものがありますか？ 

Ａ：子どもたちの実態把握は、適切な目標設定や指導に欠かせないものです。肢体不自由

のある子どもの実態把握については、「得意な面を生かす」「つまずきを支援する」「背

景を考える」という視点を大切にしています。本校では、以下のような観点を設けて

実態表を作成しています。  
 

（１）診断名  

（２）手帳の種類  

（３）生育歴 

（４）諸検査の結果  

（５）医療的配慮事項  

（６）家庭環境  

（７）進路希望  

（８）本人の思い、保護者の思い  

（９）身体・健康・安全 

  ①健康な体・生活リズム  ⑤下肢の動き・移動  

  ②自分の体の理解     ⑥姿勢に関すること  

  ③身体の状況       ⑦感覚に関すること  

  ④上肢・手指の動き    ⑧危険回避、認知  

（１０）日常生活力  

   ①食事          ③衣服の着脱  

   ②排せつ         ④衛生  

（１１）人との関わり  

  ①挨拶、返事       ④意思表示  

  ②発声言語・言葉遣い   ⑤自己統制  

  ③指示理解        ⑥集団活動  

（１２）豊かな生活  

  ①知識理解        ③余暇・意欲・関心  

  ②ルールの理解      ④社会生活力  

 （１３）働く力（物事に向かう力）  

  ①見通しをもつ力     ④持続力  

  ②積極性         ⑤責任感  

  ③適応力  

 

 

 

 
 ※ＩＣＦの活用：児童生徒の周囲に目を向け、周囲に認められる状況を考えること（環境づく
り）で、その子のもつ力とやる気を引き出し（活動）、学習を楽しいものへと変えていきます。
そして学習への自信が、日々の生活に生き生きと取り組む姿（参加）となって現れます。  

現在及び将来どのような生活を

送りたいのか、本人や保護者の願い

を把握します。  

障害があっても環境を調整

することで学習や社会生活へ

の参加の幅は広がります。  

ＩＣＦ（国際生活機能分類）

の考え方を踏まえ、環境に目を

向けることが大切です。  
 
【参考】  

特別支援学校教育要領・学習指導要
領解説  自立活動編  P12～15  

 

姿   姿勢の崩れは、身体にも影響

を及ぼしますので、日常の様々

な姿勢について確認します。ま

た、安全に生活するための注意

事項や禁止事項がないか、保護

者や関係機関と連携をとりなが

ら把握します。  

 

どのようなコミュニケーショ

ン手段を使って自分の思いを伝

えているのかを確認します。困

ったときに自分から依頼ができ

るかどうかも確認します。  

※  
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 例えば・・・ 

＜姿勢＞  

椅子座位になったとき

に、姿勢が前かがみにな

りがちである。食事の際

は、やや時間がかかるが、

テーブルに台を置いて高

くすると食べやすい。  

＜視覚・聴覚＞  

聴覚優位である。手

元を見ることができ

るが、離れた物を見る

ときには言葉掛けが

必要である。  

＜移動＞  

車椅子を自力で操作で

きる。SRC ウォーカーで

移動できる時間が長くな

った。移動の際に、周囲

をよく見ていないので危

険なことがある。  

＜学習＞  

流れがある程度一定の

活動には見通しをもって

取り組む。経験のない活

動に対しては、緊張が強

くなる。繰り返したり支

援を工夫したりする必要

がある。  

＜学習＞  

自分で「できる」ことに

は自 ら 取り 組も う とす

る。指名されると、張り切

って取り組む。  

 

＜人との関わり＞  

語彙が豊富で身近な

人とのやりとりができ、

質問されると自分の考

えや気持ちを答える。友

達や教師のことを気に

掛けており、友達のけん

かを仲裁することがあ

る。困ったことがあると

周囲の人に自分から依

頼することができる。  

＜基本的な生活習慣＞  

洋式トイレで教師に支

えられて排せつする。  

持ちやすいスプーンで

あれば、自分で食事がで

きる。  

＜学習＞  

音読では、読んでいる箇所

を目で追えないことがある

が、文章を読んで感想を述べ

ることができる。家庭学習に

意欲的である。  

 

 

＜本人の願い＞   

いろいろな所に出掛けた

いが、なかなか外出する機

会がない。映画を見たり買

い物をしたりしたいという

願いがある。  
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Ｑ：どんなことに配慮して実態把握をするとよいですか？ 

Ａ：行動観察によって捉えた子どもの姿から、その背景や要因について考察することが大

切です。  

  

子どもの様子  

 

 

その背景として 

考えられること 

 

 

 

 

 

 

 的確な実態把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鉛筆が細くて握りに

くいのではないか。  

・手指の巧緻性はどう

か。  

どのような支援があれば、「分かる」

「できる」のかという視点で見るこ

とを大切にします。  

 

・筆記に時間がかかる。  

・板書の書き写しが苦手である。  

・鉛筆にグリップを付けて握りやすくすれば、力を入れて文字を書くことができる。 

・椅子に座ったときに足が床から浮いてしまい、姿勢が崩れてしまう。足台がある

と崩れにくく、姿勢が安定する。  

・どこを見ているのか分からなくなるので、見る部分を強調すると注目できる。記

入する欄が小さいと書きにくい。見やすく書きやすい欄の大きさを工夫する。  

・椅子と机の高さはあ

っているか。  

・両足はしっかり床に

着いているか。  

 

・見え方はどうか。  

・記入欄の大きさは適

当か。  

＜本校における実態把握のポイント＞ 

○保護者や関係者との連携  

  保護者や前任者から、児童生徒の得意なことや興味・関心のあること、効果的な支

援について情報を収集（引き継ぎ）します。また、身体面やコミュニケーション面に

おいて配慮すべき点などについても確認します。  

○関係機関との連携  

関係機関において理学療法士（ＰＴ）・作業療法士（ＯＴ）・言語聴覚士（ＳＴ）等

によるリハビリテーションを受けている場合には、必要に応じて、学校での児童生徒

の様子を見ていただいたり、教師がリハビリテーションの様子を参観したりして、支

援方法や配慮すべき点等について情報を収集して指導に生かしています。医療機関か

らの情報が必要となった場合には、受診の際に保護者に同行したり、受診後に聞き取

ったりして情報を得ています。保護者や関係機関の同意（了承）が大切です。  

○複数の目での評価  

 子どもの行動を細やかに捉えるためには、日々の記録やビデオ等の活用が効果的で

す。また、担任一人ではなく、複数の教師によって子どもの見方を話し合うことで、

より多面的に子どもを理解するように努めています。  

 


